
１．新様式変更箇所

２．記載例（訂正方法）

令和６年１０月１日訂正

変更なし

３号様式（四輪自動車） ４号様式（二輪自動車）

■検査機器等による

　検査

・前照灯光度

主×100　副×100

■目視による検査

削　除 追　加

・自動運行装置

・指示針の振れ

・定常走行騒音

・指示針の振れ

・定常走行騒音

・速度表示灯の誤差

変更なし

削　除 追　加

変更なし

・OBD検査結果

旧様式
上図 四輪車用 下図 二輪車用

新様式
上図 四輪車用 下図 二輪車用

令和６年１０月１日以降、

削除項目には斜線を引くこと。

（全車種）

ＯＢＤ検査結果 良・否

自動運行装置

※記録簿の空いているスペースに必ず追加記載

し、対象外であれば取消線で抹消すること

（大特、被牽引を除く四輪車のみ）

指定自動車整備事業規則の一部改正による

記録簿の改訂について

ー注意事項ー

・現在お持ちの旧様式は令和６年１０月１日以降、上記のとおり該当する項目を削除して追加項目を記載

いただくことで引き続き使用可能です。また、新様式と交換は致しませんのでご了承ください。

新様式の前照灯光度

の欄と同様に、上下

に分割し主×100、

副×100を左右それ

ぞれに追記する。


